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報告第１号 

 

本件は､大室地内で発生した自動車損傷事故に伴う損害賠償の額の決定及び和解につい

て、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専決処分をしたため､報告するものであり

ます。 

 

 

報告第２号 

 

本件は、令和６年度（２０２４年度）日光市銅山観光事業特別会計継続費予算の一部を

翌年度に逓次繰越ししたため、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定に基づき報告す

るものであります。 

その内容は、１款・観光事業費における銅山観光整備事業費について、経費の一部を翌

年度に繰り越したものであります。 

 

 

報告第３号 

 

本件は、令和６年度（２０２４年度）日光市一般会計予算の一部を翌年度に繰り越した

ため、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき報告するものであります。 

その内容は、３款・民生費における住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業費等 

２５件について、経費の一部を翌年度に繰り越したものであります。 

 

 

報告第４号 

 

本件は、令和６年度（２０２４年度）日光市水道事業会計予算の一部を翌年度に繰り越

したため、地方公営企業法第２６条第３項の規定に基づき報告するものであります。 

その内容は、資本的支出における建設改良費のうち老朽管更新事業等２件について、経

費の一部を翌年度に繰り越したものであります。 
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報告第５号 

 

本件は、令和６年度（２０２４年度）日光市下水道事業会計予算の一部を翌年度に繰り

越したため、地方公営企業法第２６条第３項の規定に基づき報告するものであります。 

その内容は、資本的支出における建設改良費のうち管渠建設改良事業等５件について、

経費の一部を翌年度に繰り越したものであります。 

また、収益的支出における営業費用のうち事業計画変更業務１件について、経費の一部

を翌年度に事故繰越ししたものであります。 

 

 

議案第４７号 

 

 本案は、令和６年度（２０２４年度）日光市一般会計予算の補正第７号について、地方

自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をしたため、同条第３項の規定により議

会に報告し、承認を願うものであります。 

今回の補正は、除排雪費を追加計上するもので、歳入歳出予算の総額に歳入歳出 

それぞれ１億２，０００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８３億

２，６００万円にしたものであります。 

 

 

議案第４８号から議案第５０号まで 

 

本案は、日光市税条例、日光市都市計画税条例及び日光市国民健康保険税条例の各条例

の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処

分をしたため、議会に報告し、承認を願うものであります。 

改正の主な内容は、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法

律が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、税条例については、個人住民税の特定

親族特別控除を追加する等の改正を、都市計画税条例については、引用する条項を改める

改正を、また、地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正す

る政令が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、国民健康保険税条例については、
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賦課限度額を引き上げる等の改正をそれぞれ行ったものであります。 

 

 

議案第５１号 

 

本案は、副市長の選任につき議会の同意を求めるものであります。 

副市長の上中哲也氏が、５月１２日をもって辞職したことから、後任として新たに小林

岳英氏を選任するに当たり、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を願うもの

であります。 

 

 

議案第５２号 

 

本案は、固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めるものであります。 

現評価員の上中哲也氏から、５月２８日をもって辞職する旨の申出がありましたことか

ら、後任として新たに小林岳英氏を選任するに当たり、地方税法第４０４条第２項の規定

により、議会の同意を願うものであります。 

 

 

議案第５３号及び議案第５４号 

 

本案は、人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めるものであります。 

現委員の小川和枝氏及び山口亨一氏の任期が、来る９月３０日をもって満了となります

ことから、小川和枝氏の後任として新たに黒圖幸恵氏を、また、引き続き山口亨一氏を人

権擁護委員の候補者として法務大臣に推薦するため、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により、議会の意見を求めるものであります。 
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議案第５５号 

 

本案は、日光市下水道条例の一部を改正する条例の制定であります。 

内容は、今後の施設の維持管理等に必要な財源を確保することで、下水道事業会計の安

定化を図るため、下水道使用料を改定する改正を行うものです。 

 

 

議案第５６号 

 

本案は、日光市日光福祉保健センター条例の一部を改正する条例の制定であります。 

内容は、利用目的に即したセンターの運営を図るため、開館時間及び休館日を改める等

の改正を行うものであります。 

 

 

議案第５７号 

 

本案は、日光市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定であります。 

 内容は、建設業法施行令の一部改正に伴い引用する条項を改める改正を行うものであり

ます。 

 

 

議案第５８号 

 

本案は、日光市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例の制定であります。 

内容は、地方公共団体情報システムの標準化に伴い、住登外者宛名番号管理機能により

住登外者の情報の管理に関する事務を独自利用事務として加える等の改正を行うものであ

ります。 
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議案第５９号及び議案第６０号 

 

 本案は、財産の無償譲渡について、議会の議決を願うものであります。 

 内容は、公共施設マネジメント計画に基づき、地元自治会との施設譲渡に向けた協議が

整ったことから、今後の土地・建物維持費に係る財政負担の軽減を図るため、旧とちぎ日

光材細尾モデルセンターの建物並びに旧湯西川下地区集会所の土地及び建物について、そ

れぞれ地元自治会へ無償で譲渡を行うものであります。 

 

 

議案第６１号及び議案第６２号 

 

本案は、財産の取得について、議会の議決を願うものであります。 

 内容は、今市消防署大沢分署及び藤原消防署湯西川分署に配備する高規格救急自動車並

びに藤原消防署川治分署及び日光消防署足尾分署に配備する水槽付消防ポンプ自動車の更

新を行うものであります。 

 

 

議案第６３号から議案第６５号まで 

 

本案は、市道１路線の廃止及び２路線の認定について、議会の議決を願うものでありま

す。 

内容は、市営住宅集約化事業により道路機能がなくなった路線を廃止するものでありま

す。また、開発行為により設置し、当市に帰属した道路を市道に認定し、管理するもので

あります。 

 

 

議案第６６号 

 

本案は、令和７年度（２０２５年度）日光市一般会計予算の補正であります。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億３，３００万円を追加し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７４億３００万円とするものであります。 

その内容は、歳入におきましては、歳出に関連する国庫支出金の増額等を見込みました。 

歳出におきましては、定額減税補足給付金支給事業費や更生医療給付費におけるオンラ

イン資格確認のためのシステム改修費を計上するとともに、地域子どもの居場所づくり推

進事業費や小来川公民館等整備事業費の増額等を見込みました。 

また、継続費については２件を変更、地方債については２件を変更するものであります。 

 

 


